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１ 開  会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 協議事項 

⑴ 付託案件の審査について 

～別紙付託分類表及び審査日程表のとおり～ 

  【第１部】9:30～ 

    各振興局・上下水道部 

  【第２部】10:30頃～ 

    環境経済部・コウノトリ共生部・都市整備部・農業委員会事務局  

※報告事項（農林水産課、建築住宅課） 

 

 ⑵ 請願・陳情の審査 

   陳情第１号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見

書」の採択を求める陳情書 

  

 ⑶ 意見・要望のまとめ 

 

⑷ 閉会中の継続審査申出について 

 

⑸ 2023年度管外行政視察研修について 

 

４ その他 

 

５ 閉  会 



令和５年第２回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

 

 

【建設経済委員会】 

  第13号議案 豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

  第14号議案 豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制

定について 

  第15号議案 豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

  第23号議案 令和４年度豊岡市水道事業会計補正予算（第４号） 

  第24号議案 令和４年度豊岡市下水道事業会計補正予算（第４号） 

  第34号議案 令和５年度豊岡市水道事業会計予算 

  第35号議案 令和５年度豊岡市下水道事業会計予算 

 

【建設経済分科会】 

  第16号議案 令和４年度豊岡市一般会計補正予算（第11号） 

  第25号議案 令和５年度豊岡市一般会計予算 
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建設経済委員会・分科会 審査日程表 
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第３委員会室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農業委員会】 

 

 

 

 

【環境経済部】 

環境経済課 

大交流課 

 

 

【各振興局】 

地域振興課（地域振興担当）

城崎温泉課 

 

 

 

 

 

分第25号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

 

分第25号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

 

分第25号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

9:30 

～ 

12:00 

【コウノトリ共生部】 

農林水産課 

コウノトリ共生課 

地籍調査課 

 

 

 

分第25号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

13:00 

～ 

14:10 

【都市整備部】 

建設課 

都市整備課 

建築住宅課 

 

 

 

分第25号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

 

 

 

  

14:20 

～ 

15:40 



 

審 査 日 程 所 管 部 課 名 審  査  区  分 予想時間 

３月13日（月） 

15：50～ 

 

 

第３委員会室 

 

【上下水道部】 

水道課 

下水道課 

分第25号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

15:50 

～ 

17:00 

○第34号議案（水道事業会計予算） 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第35号議案（下水道事業会計予算） 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

 分第25号議案（一般会計予算） 

＜討論・表決＞ 

 

≪分科会審査意見・要望のまとめ≫ 

分第25号議案（一般会計予算） 

 

≪委員会審査意見・要望のまとめ≫ 

○第34号議案（水道事業会計予算） 

○第35号議案（下水道事業会計予算） 

17:00 

～ 

18:00 

※ 午前中の部署は全部署９時 30 分までに入室いただき、農業委員会の終了・退席後、環境経済部と 

各振興局を合同で説明・質疑を行います。 

午後は、部単位で入室いただき、説明・質疑を行い、説明・質疑が終了した部は退席いただきます。 

 

分予算決算委員会 建設経済分科会分担議案 

○建設経済委員会 付託議案 

※13日中に当初予算の討論・表決を行い分科会及び委員会の意見・要望の取りまとめを行います。 
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第３委員会室 

 

＜１部＞ 

【各振興局】 

地域振興課（地域振興担

当） 

 

【上下水道部】 

水道課 

下水道課 

《付託案件》 

＜個別に説明・質疑・討論・表決＞ 

○第 15 号議案（城崎地域振興課） 

分第 16 号議案（各振興局、上下水道部） 

※第 16 号議案の討論・表決は２部で行い 

ます 

○第 23 号議案（水道課） 

○第 24 号議案（下水道課） 

 

9:30 

～ 

10:30 

＜２部＞ 

【環境経済部】 

環境経済課 

大交流課 

 

【コウノトリ共生部】 

農林水産課 

コウノトリ共生課 

地籍調査課 

 

【都市整備部】 

建設課 

都市整備課 

建築住宅課 

 

【農業委員会事務局】 

《付託案件》 

＜個別に説明・質疑・討論・表決＞ 

○第 13 号議案（環境経済課） 

○第 14 号議案（建築住宅課） 

分第 16 号議案（関係課） 

 ※第 16 号議案の討論・表決は２部で行

います 

 

≪委員会審査意見・要望のまとめ≫ 

○第13号議案 

○第14号議案 

○第15号議案 

○第23号議案 

○第24号議案 

≪分科会審査意見・要望のまとめ≫ 

分第16号議案（一般会計予算） 

 

 

10:30 

～ 

 ※３月 14 日（火）の審査については、新型コロナ対策のため２部制で開催します。そのため、議 

案順の審査とならないことご承知おきください。 

  ９時 30 分から各振興局及び上下水道部の審査、退席後、10 時 30 分頃から環境経済部、コウノ 

トリ共生部、都市整備部及び農業委員会事務局の審査を行います。 
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午前９時２５分 委員会開会 

○委員長（田中藤一郎） おはようございます。 

 それでは、定刻前ですけれども、皆さんおそろい

ということになりますので、ただいまから建設経済

委員会を開会したいと思います。 

 おはようございます。改めまして。今日は私、春

の気持ちで来ております。常任委員会としましては、

２日目ということで、今日もしっかりと議論してい

きながら、この会をしっかりとやっていきたいとい

うふうに思いますので、ご協力のほどよろしくお願

いをします。 

 また、本日、委員会に当たり、コウノトリ共生部、

川端部長、出石振興局、田淵地域振興課参事の欠席

について申出があり許可しておりますので、ご了承

願います。 

 それでは、協議事項第１番、付託案件の審査に入

ります。 

 本日は、昨日の委員会の引き続き、審査日程表の

とおり議案の審査を行います。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

当局の出席を２部に分けて審査を行います。そのた

め、議案番号順の審査とならないことをあらかじめ

ご了承ください。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、質疑、答弁に当た

りましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔明瞭に

行うなど、スムーズな議事運営を格別のご協力を願

います。 

 初めに、第１５号議案、豊岡市立城崎温泉交流セ

ンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例制定についてを議案とします。 

 当局の説明を求めます。 

 橋本参事。 

○城崎振興局地域振興課参事（橋本 郁夫） それで

は、議案書１１７ページをご覧ください。第１５号

議案、豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例制定につい

てご説明申し上げます。 

 内容につきましては、本会議で城崎振興局長が申

し上げたとおりですが、具体的に説明させていただ

きます。 

 城崎温泉交流センター、通称さとの湯は、指定管

理者の湯島財産区が湯島財産区の所有する６つの

外湯と一体的に運営管理を行っています。城崎温泉

交流センターは新型コロナウイルス感染拡大から

利用者が大幅に減少し、また、世界情勢等の影響に

伴うエネルギー価格等の高騰による支出増により、

経営状況が著しく悪化しております。経営の厳しさ

は湯島財産区の所有する６つの外湯も同様であり、

これらの区営浴場は、この４月から料金の改定、値

上げが決まっております。城崎温泉交流センターに

つきましても、経営改善を図るべく利用料金の見直

しを行うことと考えております。 

 改定の内容は、１２０ページの条例案要綱にござ

いますが、浴場施設の利用料金の限度額、大人８０

０円を１，０００円に、子供４００円を５００円に

引き上げることとしております。この条例におきま

しては、十分な周知を行い、施行日を令和５年７月

１日と考えております。 

 なお、１２１ページに新旧対照表に記載しており

ますので、ご清覧ください。 

 説明は以上となります。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（太田 智博） すみません、１点だけよろし

いですか。 

○委員長（田中藤一郎） はい、太田委員。 

○委員（太田 智博） 今回の引上げの理由について

は先ほどの説明で理解はするんですけど、今ＬＮＧ

の価格が今下がってきてる中で、これから燃料費が

下がってきて、当然、電気代とか光熱費が下がって

くると、利用料の値下げっていうことも当然考えら

れながらの値上げっていうふうに理解させてもら

ったらいいのか、一回値上げするとなかなか値下げ

しにくいんかなって思ってまして、かといってなか

なか利用率があまり伸びてない中で、それの考えっ

てもしあるんであれば教えていただきたいなと思

います。 

○委員長（田中藤一郎） 橋本参事。 
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○城崎振興局地域振興課参事（橋本 郁夫） 国のち

ょっと補填といいますか、それによってエネルギー

価格が下がるとお聞きしてますが、ただ、元の価格、

コロナ前になるというちょっと見込みもない中で、

特にさとの湯につきましては、ほかの区営の６つの

施設よりも大型の施設でございます。特にガス、電

気の使用料がほかの施設の数倍消費してることも

ございまして、ちょっと従前から料金、ガス代等々、

電気代等々下がるという見込みもございますが、や

はり元に戻らない以上は大変厳しい状況が続くと

いう中で、今回、大人料金で８００円から１，００

０円にという上限額２００円引上げはしておりま

すが、指定管理者の湯島財産区との協議の中では、

取りあえず一遍に２００円というのはしんどいと

いう中で、１００円値上げをしてみて、それでちょ

っと様子をしばらく見てみようと。その状況を踏ま

えながら１，０００円に至る場合も必要かなとは考

えますが、おっしゃるとおり、値下げということは

今後ちょっとあり得ない、考えにくいかなとも思い

ますが、はい、そんな状況で考えております。 

○委員長（田中藤一郎） 太田委員。 

○委員（太田 智博） 駅前にシンボル的にあるんだ

ね、あそこがやっぱり盛り上がるといいんですけど、

上がり過ぎてなかなかあそこがね、お客さんが入ら

んのも寂しいかなと思うんで、そういうのも検討し

ていただけたらと、今の状況では難しいと思います

けど、今後下がってくるとそういうのもちょっと検

討していただけたらと思いますので、お願いしたい

と思います。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 意見でよろしいですか。 

○委員（太田 智博） はい。 

○委員長（田中藤一郎） そのほか何かございますか。

質疑はありませんね。 

 そしたら、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり可決すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５号議案は、原案どおり可決すべきもの

と決定しました。 

 ここで、委員会を暫時休憩します。 

午前９時３０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時３０分 分科会開会 

○分科会長（田中藤一郎） ただいまから建設経済分

科会を開会します。 

 まず、第１６号議案、令和４年度豊岡市一般会計

補正予算（第１１号）を議題とします。 

 当局の説明は、出席部署の組織順に歳出、歳入、

あれば繰越明許費、債務負担行為補正及び地方債補

正の順でお願いします。 

 質疑については、課ごとに行います。 

 討論、表決については、２部で当議案の質疑が終

了した後、一括して行います。 

 それでは、まず、城崎振興局地域振興課、お願い

します。 

 橋本参事。 

○城崎振興局地域振興課参事（橋本 郁夫） それで

は、歳出からご説明申し上げます。 

 議案書１６９ページをご覧ください。資料の説明

欄でご説明いたします。上から２つ目の囲み、城崎

振興局プロジェクト事業費、補修工事費ですが、太

鼓橋ということで、パラペットの美装化工事を行っ

たものですが、設計の縮小と入札減により、不用額

１２１万２，０００円の減額を行っております。 

 歳出は以上となりまして、次に、歳入ですが、１

５９ページをご覧ください。下の囲み、総務管理債

の上から７行目の地域振興事業債、太鼓橋等１２０

万円の減額ですが、先ほど説明しましたパラペット

美装化の減額に係るものとなります。 

 なお、地方債につきましては、歳入での説明と重

複しますので、割愛させていただきます。 

 説明は以上となります。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 
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 質疑を打ち切ります。 

 次に、竹野振興局地域振興課、お願いします。 

 平尾課長。 

○竹野振興局地域振興課長（平尾 喜彦） まず、歳

出から説明いたします。 

 １６９ページをご覧ください。説明欄の上から３

番目の囲みの上から６行目、竹野振興局プロジェク

ト事業４０万２，０００円の減額につきましては、

事業精算によるものです。 

 次に、１７５ページをご覧ください。上の囲みの

下から７行目ですけども、地域おこし協力隊推進事

業費の減額のうち、竹野振興局分として３４万円を

精算見込みにより減額するものです。 

 次に、２０１ページをご覧ください。説明欄一番

下の囲み上から４行目の竹野川湊館管理費の２７

万３，０００円の減額は、事業精算によるものです。 

 歳出については以上です。 

 次に、歳入について説明いたします。 

 １５３ページをご覧ください。上から３つ目の囲

み、上から４行目です。仲田光成記念基金繰入金２

７万３，０００円の減額は、事業精算によるもので

す。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。大丈夫ですね。 

 質疑を打ち切ります。 

 続いて、日高振興局地域振興課、お願いします。 

 吉田参事。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 歳出に

ついて説明します。 

 ２０１ページをご覧ください。説明欄３つ目のく

くり、観光施設管理費の一番下、日高観光施設管理

費です。日高神鍋観光協会に委託している蘇武岳登

山道整備業務について、地元において業務が実施で

きなかったことにより、不用額１２万９，０００円

を減額するものです。 

 次に、１２８ページをご覧ください。繰越明許費

の補正です。事業名１０行目、道の駅「神鍋高原」

整備事業です。本事業は、道の駅「神鍋高原」最適

化整備運営計画の策定のための準備や支援業務を

芸術文化観光専門職大学に委託しているものです

が、計画の取りまとめが来年度にまたがることに伴

い、全額２００万円を繰り越しするものです。なお、

計画策定は、本年７月を予定しています。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） おはようございます。 

 取りやめになった蘇武岳１２万円というのはど

ういうことをしようとしてたのが取りやめになっ

たのか教えてください。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉田参事。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 蘇武岳

登山道整備業務については、日高神鍋観光協会の阿

瀬支部に業務を委託してるもので、登山道、遊歩道

ですね、蘇武岳までの遊歩道整備の維持管理につい

て地元の方々の協力により維持管理をやっていた

だいておるということで、大雨降ったら登山道が壊

れますので、そういう壊れたものを歩きやすくする

だとか、そういった業務を今までこれまでやってい

ただいていたものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） はい、ありがとうございます。

分かりました。 

○分科会長（田中藤一郎） よろしいですか。 

 そのほか何かありませんか。大丈夫ですね。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 次に、出石振興局地域振興課、お願いします。 

 村上局長。 

○出石振興局長（村上 忠夫） それでは、議案書の

２０１ページをご覧ください。一番下の枠の３つ目、

観光施設管理費でございます。観光トイレ３か所の

改修工事の完了に伴います事業確定により１２万

７，０００円を減額するものです。 

 次に、２０７ページをご覧ください。上から３枠

目の下になりますけども、出石駐車場管理費です。
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利用者の減少に伴います実績見込みにより不用額

３６万２，０００円を減額するものです。 

 続きまして、歳入のほうになります。 

 １４１ページをご覧ください。下から２枠目、駐

車場使用料です。歳出と同じく利用者減少に伴いま

す３か所の駐車場合わせて実績見込みにより７４

万６，０００円を減額するものです。 

 説明は以上となります。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） 質疑を打ち切ります。 

 続いて、但東振興局地域振興課、小川参事、お願

いします。 

○但東振興局地域振興課参事（小川 一昭） 歳出予

算について説明いたします。 

 １９７ページ、下から１枠目の中ほどをご覧くだ

さい。治山事業費のうち１，１８４万１，０００円

は、シルク温泉やまびこのり面崩壊対策工事の事業

費確定による不用額の減額です。鉄筋挿入工の工法

について、足場を組まない工法に変更し、工期を短

縮したことにより交通整理員の人数等が減り工事

費が減額となりました。 

 次に、歳入について説明します。 

 １５９ページ、下から４枠目をご覧ください。治

山事業債のうち１，１９０万円は、起債対象事業の

シルク温泉やまびこ法面崩壊対策事業の事業費確

定に伴う減額です。 

 次に、地方債について説明いたします。 

 １３１ページ、下から２行目をご覧ください。治

山事業費につきましては、歳入でご説明した内容と

同じです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 次に、水道課、お願いします。 

 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 私からは、水道事業に関

する部分についてご説明いたします。 

 議案書１９３ページをご覧ください。歳出でござ

いますが、一番上の表、説明欄の水道事業会計負担

金を１，３７９万円減額しています。補助対象事業

であります城崎・港給水区配水施設整備事業におい

て、国交省、兵庫県が実施する本年度の工事が一部

見送られたため水道事業につきましても一部見送

りを行いました。そのため総務省及び本市の繰り出

し基準に基づき予定していました繰出額を減額す

るものです。 

 １５９ページをご覧ください。下の表、市債です

が、説明欄の上から２段目、水道施設整備事業債、

ここから先ほどの城崎・港給水区配水施設整備事業

に係る繰り出しに充当する予定といたしました１，

３８０万円を減額しています。 

 続いて、１３１ページをご覧ください。地方債補

正の表ですが、１４行目、１５行目の水道施設整備

事業費、こちらも先ほどの市債の１，３８０万円の

減額を反映しております。 

 私からは以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） 質疑を打ち切ります。 

 次に、下水道課、お願いします。 

 榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） 歳出のほうから説明を

させていただきます。 

 １９１ページをご覧ください。説明欄の上から４

番目の枠の一番下、浄化槽設置事業費７９万３，０

００円の減額は、補助金交付規程に基づく申請があ

りませんでしたので、全額を減額するものです。 

 次に、２０７ページをご覧ください。説明欄上の

枠の一番下、下水道事業会計負担金８３２万円の減

額は、今年度事業の精査等により、一般会計からの

負担金を減額するものです。 

 次に、歳入です。 

 １４５ページをご覧ください。説明欄下から３枠

目、循環型社会形成推進交付金の２６万４，０００
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円の減額は、浄化槽設置に係る補助金で、対象とな

る申請がありませんでしたので全額を減額するも

のです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 浄化槽設置についてです。減

額面がエリアですけども、何地区ぐらいでまだそれ

はどういいますか、落とす理由っていうんですかね、

やっぱり公共下水、どうもいかないエリアについて

新築あれば、それはその分でなかったから落とすい

う、こういうことでよろしかったでしょうか、確認

です。 

○分科会長（田中藤一郎） 榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） 先ほど委員おっしゃっ

たとおり、対象エリアといたしましては、下水道の

集合処理のない区域について、合併浄化槽設置され

るときに補助金を交付するものです。昨年度、今年

度と申請のほうはございませんでした。それ以前は

確認できていないです。 

○委員（浅田  徹） ありがとうございます。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほかございませんか。 

 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩します。 

午前９時４５分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前９時４５分 委員会再開 

○委員長（田中藤一郎） ただいまから建設経済委員

会を再開します。 

 それでは、第２３号議案、令和４年度豊岡市水道

事業会計補正予算（第４号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 議案書３８１ページをご

覧ください。第２３号議案、令和４年度豊岡市水道

事業会計補正予算（第４号）につきましては、本会

議で部長が説明いたしたとおりですが、実施計画書

等の項で補足いたします。 

 ３８４ページをご覧ください。収益的収支のうち

上の表、収入につきましては、水道事業が水道料金

と併せて下水道使用料の徴収を行っているため、そ

の費用として下水道事業から受け取っている下水

道使用料徴収等受託金の額を補正しています。 

 下の表、支出につきましては、人件費、賞与引当

金繰入額を補正しています。また、消費税を２，０

２６万４，０００円増額しています。 

 続いて、３８５ページをご覧ください。こちらは

資本的収支の表になります。上の表、収入では、支

出の工事請負費の補正に伴い企業債と企業債償還

金の補正に伴い一部借入れに対して一般会計から

繰入れを受けている一般会計出資金、県補助金を減

額しています。 

 支出では、建設改良費について、工事請負費等を

事業計画の精査により減額しています。 

 また、収益的収支と同様に、賞与引当金繰入額を

補正しています。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり可決すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、第２３号議案は、原案どおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、第２４号議案、令和４年度豊岡市下水道事

業会計補正予算（第４号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） ３９３ページをご覧く

ださい。第２４号議案、令和４年度豊岡市下水道事

業会計補正予算（第４号）について説明をさせてい

ただきます。 
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 内容については本会議で上下水道部長が説明し

たとおりですが、実施計画で少し補足をさせていた

だきます。 

 ３９６ページをご覧ください。補正予算（第４号）

実施計画です。収入では、下水道事業収益を４，２

１６万４，０００円減額しております。内訳は、他

会計負担金の精査による減額及び他会計補助金、長

期前受金戻入れ、消費税及び地方消費税還付金の事

業費精査等に伴う増減によるものです。 

 次に、支出ですが、下水道事業費用を３，１３５

万５，０００円増額しております。内訳は、北但行

政事務組合への汚泥処理負担金の精算及び減価償

却費の精査による減額と長寿命化対策事業の推進

による資産減耗費などの増額などによるものです。 

 次のページです。資本的収入は国の補助金が要求

額を下回ったため、事業精査により企業債、国庫補

助金の減額、また雨水事業の事業精査による他会計

補助金の減額及び今年度実績に基づく受益者負担

金の増額により、差引き４億８，８３３万３，００

０円を減額するものです。 

 また、資本的支出につきましても補助金の減額に

伴い事業精査を行うなどして４億８，１５４万６，

０００円の減額を行うものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りします。本案は、原案どおり可決すべきも

のと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、第２４号議案は、原案どおり可決すべきもの

と決定しました。 

 以上で第１部の議案審査は終了しました。 

 この際、当局の皆さんからご発言はありませんか。

ないですね。 

 ここで建設経済委員会を暫時休憩します。 

午前９時５２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時１０分 委員会再開 

○委員長（田中藤一郎） それでは、行きたいと思い

ます。 

 休憩前に引き続き建設経済委員会を再開します。 

 本日は、昨日の委員会に引き続き、審査日程表の

とおり議案の審査を行います。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

当局の出席を２部に分けて審査を行います。そのた

め、議案番号順の審査とならないことをあらかじめ

了承ください。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、質疑、答弁に当た

りましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔明瞭に

行うなど、スムーズな議事運営に格別のご協力を願

います。 

 それでは、第１３号議案、豊岡市立まちなか交流

館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例制定についてを議案とします。 

 当局の説明を求めます。 

 環境経済課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） それでは、１０５ペ

ージをご覧ください。よろしいでしょうか。第１３

号議案につきまして説明をさせていただきます。 

 まちなか交流館につきましては、菓祖伝説が残る

豊岡におきまして、菓子を題材としたにぎわいと交

流の拠点として２０１４年にオープンいたしまし

た。菓子事業者による委託販売、菓子販売イベント、

地下のレンタルキッチンなどを実施してまいりま

したが、菓子を題材とした拠点ということにつきま

しては、必ずしも目的を達成している状況にはあり

ません。施設オープンから約１０年が経過しまして、

周辺地域では専門職大学が開学したほか、移住者や

地域おこし協力隊による歴史的な建物等のリノベ

ーション活用が進むなど、新たな形でのにぎわいが

起きつつあります。このような状況を勘案し、菓子

だけではなく、中心市街地の歴史的な建物、伝統産

業等、これからもまちの記憶として未来につなげて
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いきたいものにまで題材を広げ、にぎわいと交流の

拠点としてさらなる充実を図るため、目的及び事業

の規定の一部を改めるものです。 

 具体的な改正内容について説明いたします。 

 １０８ページ、条例案要綱をご覧ください。１番

の改正内容、（１）です。設置目的の改正です。当

施設の設置目的をこれまでの菓子だけを題材とし

た拠点から豊岡の中心市街地において歴史的な建

物、伝統産業、菓祖伝説等、まちの記憶を題材とし

た拠点に改正しようとするものです。（２）はこの

目的の改正に伴い、当施設で行う事業の一部を改正

するものです。 

 次に、２、附則をご覧ください。この条例は、次

期指定管理者の管理業務の開始に合わせ、令和６年

４月１日から施行することとしております。 

 なお、１０９ページに新旧対照表を添付しており

ますので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 前野委員。 

○委員（前野 文孝） 名前間違えずにありがとうご

ざいます。ちょっと聞きたいんですけど、確かに菓

子を題材にしたというのはかなりやっぱり無理が

あって、なかなか無理、うまくいかなかったってい

う感じは私も思うとこです。今回いろんな目的をか

なり広範にされたんですけども、１点は菓祖伝説の

まちの記憶の題材としたというところがちょっと

よく曖昧で分からないのと、恐らくサウンディング

をされてある程度こんな事業展開ができるんじゃ

ないかという手応えもあられてこんな内容にされ

たと思うんですが、どういったことを期待されてる

のかっていうところのこの２点をお答えください。 

○委員長（田中藤一郎） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） １点目のまちの記憶

が少し分かりにくいというご指摘でございます。 

 先ほどちょっと口頭で説明させていただきまし

たが、豊岡の中心市街地におきましては、復興建築

群とか、それからそれ以前に建ってる建物とか魅力

的な建物がたくさんあって、そういうようなところ

が協力隊の方とか移住者の方とかの外から来た方

から大変感じがいい建物だということで活用が進

んでいく、そういったことですとか、復興建築群に

しましても、震災直後の歴史等はございますので、

そういったようなことを当初はヘリテージという

ような名前でしていったらどうかなというような

ところがありました。こちらの思いとしましては、

それらの言葉の中で、豊岡の中心市街地の中で将来

においてつなげていきたいもの、残していきたいも

の、こういったものをにぎわいと共有の拠点に使う

ことができないかというふうなことで、柳まつりと

かもそうでしょうし、かばんもそうでしょうし、公

設市場なんかもそうかも分かりませんので、そうい

ったようなものを広範に広く活用することによっ

て、面的な交流に広がっていけばいいなと、そうい

う思いの中でしました。ですから、将来に残してお

きたいそういうような思いを込めて、ヘリテージと

いう言葉がちょっと分かりにくいので、まちの記憶

という日本語に換えて条例制定目的の中に組み込

んだというところが１点ございます。 

 それから、期待するところでございますが、現在

も先ほど申し上げましたけども、実際にリノベーシ

ョンが始まっていたりですとか、それからまちなか

交流館の指定管理者のほうにおきましても、豊岡の

中の町なかの古い建物のリノベーションで旅館、ホ

テルの改造とかの計画もされております。それを１

９２５の宿泊部門とか飲食部門と連携をすること

によって相乗効果が得れるのではないかというよ

うなことを思っておりますし、建物の中にまだ使っ

ていない旧金庫というのがございますので、そうい

ったところを活用してかばんの関係ですとか、昔の

町並みの関係ですとか、そういったようなものがい

つでも市民の方に見ていただけるような、そんな空

間になってもいいのかなというようなところを考

えております。 

 これからこの条例を認めていただいたら、この方

向で新年度になったら新しい指定管理者のほうの

公募、プレゼンテーションを受けていきたいなと思
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いますが、そういったようなところをより効果的に

企画いただけるところに新しい指定管理を任せた

いなというふうに思っておりますので、実際に芽は

芽吹いてきておりますけど、さらに新しいアイデア

を持って令和６年からスタートできたらなという

ふうなところでございます。 

 説明は以上になります。 

○委員長（田中藤一郎） 前野委員。 

○委員（前野 文孝） 分かったような分からないん

ですけど、プロポーザルによって決められると思い

ますけど、慎重に決めていただければと思います。

取りあえず今のところはこれぐらいしか言いよう

がないので、よろしくお願いします。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） そのほかございませんか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり可決すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、第１３号議案は、原案どおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、第１４号議案、豊岡市営住宅の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） よろしくお願いいた

します。 

 それでは、第１４号議案、豊岡市営住宅の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてご説明申し上げます。 

 提案内容そのものにつきましては、本会議での都

市整備部長説明のとおりですので、説明は省略させ

ていただきます。 

 若干補足いたしますと、この改正につきましては、

市営住宅の入居に際しまして、原則これまでと同様

に人による連帯保証人を必須とはしております。し

かしながら、連帯保証人の確保が困難な申込者に対

しましては、法人であります家賃債務保証業者の保

証を活用することによりまして、連帯保証人を必要

としないとするもの、さらにこの法人が保証委託契

約の引受けを承諾しなかった場合には連帯保証人

を必要としないとする２つの段階を踏まえての保

証人を必要としないという取扱いに変更するもの

でございます。この取扱いによりまして、真に連帯

保証人の確保に困窮する申込者に対しましての措

置としようとするものでございます。今言ったよう

な内容につきましては、規則において詳細を制定し

ようと今しておるところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり可決すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、第１４号議案は、原案どおり可決すべきもの

と決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

   午前１０時２０分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時２０分 分科会再開 

○分科会長（田中藤一郎） ただいまから建設経済分

科会を再開します。 

 第１６号議案、令和４年度豊岡市一般会計補正予

算（第１１号）を議題とします。 

 当局の説明は、出席部署の組織順に歳出、歳入、

あれば繰越明許費、債務負担行為補正及び地方債補

正の順でお願いします。 

 質疑については、課ごとに行います。 

 討論、表決については、全ての課の説明及び質疑
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が終了次第行います。 

 それでは、まず、環境経済課から説明願います。 

 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） それでは、歳出から

説明させていただきます。 

 １９９ページをご覧ください。一番下の枠のとこ

ろです。上から３行目、プレミアム付商品券換金等

業務、委託料の減額補正です。発行総数１２万セッ

トのうち、８２．１％に当たります９万８，５４０

セットを販売いたしましたので、販売実績に基づい

た決算見込みによりまして減額補正を行おうとす

るものです。次に、その下の商店街消費拡大支援事

業費の補助金です。これは兵庫県の令和４年度１２

月補正緊急経済対策にありますメニューを活用し

て、商店街が実施される商品券やポイントシール事

業を支援しようとするものです。商工会議所、商工

会を通じまして、各商店街の希望を確認させてもら

いましたところ、２つの商店街から要望がありまし

たので、２団体分、２，４００万円を予算計上をい

たしました。なお、両商店街ともこの夏に商品券事

業をされる予定ですので、全額を繰り越しさせてい

ただきたいと考えております。 

 次に、歳入を説明させていただきます。 

 １４９ページをご覧ください。上の大枠のほうに

なります。下から４つ目、商店街消費拡大支援事業

費補助金です。先ほど説明させていただきました２

つの商店街への補助金に対し、県から３分の２の補

助率の補助金を受けるため、２，４００万円の３分

の２の１，６００万円を予算計上しております。 

 次に、１５９ページをご覧ください。一番上の枠

の一番下のとこです。プレミアム付商品券の販売収

入、そちらの販売残２万１，４６０セット分の販売

収入を減額補正するものでございます。 

 そのほかの項目につきましては、決算見込みによ

る整理補正です。 

 次に、繰越明許費の補正につきまして説明をさせ

ていただきます。 

 １２８ページをご覧ください。事業名の上から９

つ目になります。産業用地整備事業１６０万６，０

００円です。これは市が行います産業用地造成工事

の設計業務の変更業務委託料を繰り越ししようと

するものです。市が行います産業用地造成工事の設

計は、事業着手時点で一旦は完了しておりますが、

計画の当初段階から国、県による造成が終わった段

階でその現状に合わせ設計を修正することとして

おり、今回の内容はまさにその変更の委託料となり

ます。今回、国の造成工事の遅れなど、本事業の着

手が遅れたことに加えまして、着手後も都市計画に

係ります開発許可の手続に関する協議に不測の事

態を要しましたので、年度内完成が困難になるため

繰り越ししようとするものでございます。 

 次に、１２９ページをご覧ください。下の枠のほ

うの繰越明許費の変更のほうになります。２つ目の

事業になりますが、商工振興事業です。本年度補正

９号で議決をいただきました省エネ設備等導入支

援補助金に係ります１億円の繰越明許に先ほど歳

出でご説明させていただきました商店街の消費拡

大支援事業２，４００万円を増額しようとするもの

です。 

 説明は以上となります。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） プレミアム商品券のことをお

聞きします。 

 残ったのが２万１，４６０セットで８２％だった

というふうにお聞きしたんですけど、２万１，４６

０セット、これはプレミアム券とプレミアムプラス

もあったんじゃないんですか。両方足してでしたか。 

 それから、今回のプレミアムの事業の経済効果み

たいなんはどのようにはかられてますか。 

 以上お聞きします。 

○分科会長（田中藤一郎） 冨岡課長。 

○環境経済課長（冨岡  隆） 今回の残の予算のほ

うにつきましては、プレミアム付商品券のほうだけ

で家計応援商品券のほうにつきましては入ってお

りません。 

 それから、経済効果のほうですけれども、プレミ
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アム付商品券のほうの利用金額が１１億８，０１７

万円となっておりますので、それが経済効果があっ

たかなと思っております。プレミアムプラス、家計

応援商品券につきましては、３億８，０９３万円の

合計利用がございましたので、合わせますと約１５

億６，０００万円の経済効果といいますか、家計の

応援につながったかなというふうに考えておりま

す。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） たしかプレミアム券は１人２

万円まででしたか、プラスが５，０００円だったよ

うに覚えてますけど、やっぱり１１億８，０００万

円と３億８，０００万円、３倍ぐらい、３分の１ぐ

らいですけど、プレミアムプラスはたくさんやっぱ

りね、券を配る形でしたし最初のプレミアム券は買

って２，０００円ついたんでしたかね。でもそうで

すよね、あれはだから買うんでその金額も入ってま

すけどね、ちょっとすみません、質問が整理つかな

いですけど、そこの対比とかね、また検討して今後

に生かしていただきたいと思います。以上。 

○分科会長（田中藤一郎） 意見でよろしいですね。 

○委員（須山 泰一） はい。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 次に、大交流課、お願いします。 

 宮垣課長。 

○大交流課長（宮垣  均） それでは、歳出のほう

から説明させていただきます。 

 ２０１ページをご覧ください。２つ目の太枠の中、

観光事業費の中です。負担金の部分がありますが、

玄武洞公園を美しくする会の解散に伴う３０万円

の減額、それからその解散に伴いまして、兵庫県の

自然公園美化推進協議会のほうへの負担金がまた

５０万円減額しております。続きまして、その下、

補助金の部分ですが、これは反転攻勢支援事業費と

しまして、観光地の経済回復を支援するために、観

光需要を喚起するための誘客イベントなどに必要

な経費を各観光協会補助したもので、臨時交付金を

使ったものとなっております。その分の執行見込額

による減額をいたします。 

 それから、その下の玄武洞公園管理費の中の指定

管理料ですが、これは指定管理のほうを７月から予

定していましたが、工事期間等の延長によって８月

からになったことに伴う減額分になります。 

 続きまして、歳入のほうを説明させていただきま

す。 

 １４１ページをご覧ください。３つ目の太枠の中

の上から３つ目になりますが、玄武洞公園観覧料で

す。当初見込みよりも入園者が多くなりましたので、

収入見込額を増額させていただきます。１，４１６

万３，０００円の増額となります。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） 質疑を打ち切ります。 

 続いて、農林水産課、お願いします。 

 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） それでは、農林水産

課の補正予算についてご説明をさせていただきま

す。 

 今回の補正予算につきましては、事業実施、執行

見込みを踏まえて減額するものが中心となります。

特に説明すべきものに限り説明をし、その他は説明

を割愛させていただきますのでご了承ください。 

 では、１６５ページをご覧ください。歳出予算で

す。真ん中の囲み、総務費の基金管理費です。下か

ら２番目、森林環境基金積立金８７６万７，０００

円の減額です。これは今回、森林管理１００％作戦

推進事業費、１９７ページに歳出で示しております

けれども、こちらの事業の財源にこの森林環境譲与

税を充てることから、当初予定をしました積立金を

減額するものでございます。 

 １７３ページをご覧ください。下から４項目め、

新規就農総合支援事業費４９８万８，０００円の減

額です。減額の大きな要素は、実質化した人・農地
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プランの中心経営体の継承発展を支援する経営継

承・発展等支援事業、これは国の補助事業となりま

すけれども、この事業に要望を上げておりましたが、

採択をされなかったことから４００万円の減額を

するというものを含んでおります。 

 続いて、１７５ページをご覧ください。上の囲み

の一番下の項目、地域おこし協力隊推進事業費です。

農林水産課分は内数で６２０万円の減額です。隊員

１名の途中退任による減額分も含めて不用額の整

理でございます。 

 続きまして、１９５ページをご覧ください。農林

水産業費です。上から２つ目の項目、農業振興事業

費は６５６万円の減額です。補助金のうち農業生産

コスト低減緊急対策事業費３０５万２，０００円の

減額を計上しております。この事業は県が肥料高騰

対策として生産コストを低減させるための機械導

入を支援するもので、採択を受けた事業のうち、申

請者の都合等で導入機械の取下げなどがありまし

たので、実績に合わせて減額をするものでございま

す。給付金の肥料等生産資材高騰対策支援給付金２

６６万９，０００円の減額は、給付実績によるもの

です。この事業でございますけれども、水稲３０ア

ール以上の農家等を対象に、高騰する肥料や農業資

材の支援として実施をさせていただきました。１，

６７６人へ８，５７８万９，２００円を給付をしま

したというような実績でございます。 

 その２つ下、鳥獣被害防止緊急対策事業費は１，

１１１万１，０００円の減額。豊岡市野生動物被害

対策推進協議会への負担金というものでございま

す。同協議会では、国の特措法による金網柵の設置

など、防除対策の事業を実施してもらっております。

市内の農会からの要望を受けて、これらの制度を使

って実施をするわけですけれども、入札減等により

減少したものでございます。 

 その下、多面的機能支払事業費は１，０２１万６，

０００円の減額です。長寿命化活動に係る交付金は

水路などの農業施設の長寿命化を目的とした改修

を行うことに活用いただくものですが、近年の制度

改正により、地域要望に応えられないような状況が

続いております。このことは一般質問でもご指摘を

いただいており、県の窓口へ実情を訴えるなど、国、

県への要望を引き続き行っていきたいと考えてお

ります。 

 次は、下の囲み、農業用施設管理費は５，４５３

万１，０００円の減額です。主なものは整備工事費

５，１６９万９，０００円の減額で、いずたんトン

ネルの照明設備更新工事、ため池廃止の工事、清滝

農免農道の擁壁補強工事の入札減によるものでご

ざいます。 

 その下です。基盤整備促進事業費になります。２

２４万７，０００円の減額です。増額部分につきま

しては１９７ページ、整備工事費１６５万３，００

０円を計上しております。こちら内町地区の圃場整

備事業の進捗によるものになります。負担金の基幹

農道整備事業費３３５万円は、県営事業の蓼川大橋

の長寿命化工事の進捗に伴うものでございます。 

 次は、下の囲み、真ん中辺り、治山事業費です。

こちらは内数で農林水産課分は２２７万円の減額

ということでございます。 

 続きまして、歳入でございます。１４１ページを

ご覧ください。上の囲み分担金の１番目、農業費分

担金の基盤整備事業費分担金１２５万円の減額は、

下鶴井の農地整備事業費の減額に伴う地元負担金

の減額となります。 

 １４９ページをご覧ください。県支出金の農林水

産業費補助金です。真ん中辺りにございますけれど

も、農業費補助金、林業費補助金は、先ほど歳出予

算で説明をしました減額等に伴ってこちらも減額

をするものでございます。ご清覧をください。 

 １５１ページをご覧ください。３つ目の囲み、財

産収入です。一番上の立ち木売払い収入３２万２，

０００円の増額は、市行造林の間伐事業によるもの

でございます。 

 １５７ページをご覧ください。諸収入です。真ん

中辺り、豊岡市野生動物被害対策推進協議会負担金

９４２万９，０００円の減額は、先ほど歳出で説明

をしましたことに伴いまして、同協議会から国の補

助金分を市に納入してもらうという仕組みになっ



 12

ておりますけれども、歳出の事業費減額に伴い負担

金も減額するものでございます。 

 １５９ページをご覧ください。市債でございます。

下の囲みの３段目から農業債、林業債、水産業債、

それぞれ記載をしておりますので、ご清覧をいただ

きたいと思いますけれども、林業債の中の治山事業

債のところでございますけれども、農林水産課分は

内数で４０万円の減額というふうなことでござい

ます。 

 １２８ページ、１２９ページ、繰越明許費をご覧

ください。まず、１２８ページ、追加の項目です。

上から３つ目の項目、農業費の中の農業振興事業費

２，３３０万５，０００円は、農業生産コスト低減

緊急対策事業について、県の１２月補正予算を受け

て実施をしており、年度内に機械の納入が間に合わ

ない可能性があること、また農業用施設管理費４，

３１３万円は、いずたんトンネルの照明施設改修工

事において、ＬＥＤ照明器具の納入が遅れているこ

とから、年度内の工事完了が困難となっていること、

１行飛んで水産業費、並型魚礁設置工事費３，００

０万円は、入札の不調により請負契約の締結が大幅

に遅れたことから、年度内の完成が困難になってる

こと、それらの理由によって繰越しを行うものでご

ざいます。 

 １２９ページ、変更分でございます。下の表、１

番目の基盤整備促進事業費については、内町地区の

圃場整備事業について、国の補正予算への対応、そ

して補償物件の移転に不測の日数を要したことか

ら、今回変更させていただいて、１億３，２４８万

円の繰越しというふうなことでお願いしたいと思

っております。 

 続きまして、１３０ページをご覧ください。債務

負担行為の補正でございます。まず、廃止の項目で

す。真ん中の表の農業経営基盤強化資金利子補給事

業は、本年度の借入者で利子補給の対象となる案件

がないため廃止をするものでございます。 

 次のその下、変更分です。２番目の農業者用の美

しい村づくり資金利子補給事業６２万８，０００円、

次の漁業者用の豊かな海づくり資金利子補給事業

は１０４万６，０００円に変更するものでございま

す。コロナウイルス感染症の影響による借入実績に

基づき変更するということでございます。 

 １３１ページをご覧ください。地方債補正です。

今回の各事業の補正を踏まえ、下から１０行目、土

地改良事業費、林道整備事業費、治山事業費それぞ

れ記載のとおりでございます。ご清覧をください。 

 農林水産課からは以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 課ごと。大丈夫ですね。 

 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑を打ち切ります。 

 続いて、コウノトリ共生課長、お願いします。 

 宮下課長。 

○コウノトリ共生課長（宮下 泰尚） 歳出歳入とも

に事業完了による精算後の不用額の減額となりま

す。 

 初めに、歳出を説明します。 

 １６７ページをお開きください。中段より少し下、

コウノトリ文化館管理費９４万１，０００円です。

これは新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対

する文化庁の文化芸術振興費補助金を活用したト

イレ改修費であります。内訳は記載のとおりです。 

 またその下、生物多様性推進事業費の小さな自然

再生支援事業費３５万２，０００円は、コウノトリ

基金を活用したものです。 

 以上が歳出になります。 

 次に、歳入ですけども、ただいま説明しました文

化芸術振興費補助金の減額分とコウノトリ基金繰

入金の減額分そのものになりますので割愛させて

いただきます。 

 次に、繰越明許について説明いたします。 

 １２８ページをお開きください。最上段、コウノ

トリ野生復帰推進事業４７５万９，０００円です。

これはコウノトリ本舗の電気契約を高圧から低圧

に変更する工事になりますが、関西電力が実施する

工事部との調整で、年度内に事業を完成させること

ができなくなったことから繰り越しするものです。
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関西電力のほうでは、太陽光発電事業の拡大によっ

て関西電力内で業務過多の状態が続いてるという

ふうに聞いております。 

 債務負担行為及び地方債はございません。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 続いて、地籍調査課、お願いします。 

 依田課長。 

○地籍調査課長（依田 隆司） １２８ページをご覧

ください。地籍調査課は繰越明許費の説明となりま

す。 

 事業名欄の上から７行目、農林水産業費の地籍調

査事業を６８２万円繰り越しするものです。理由と

しましては、年度途中に県の補助金交付額調整分を

受け入れましたが、事業着手が遅くなり、年度内で

の事業完了が困難な状況のため繰越しを行うもの

です。繰り越します地区につきましては、江野地区

の１地区です。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑を打ち切ります。 

 次に、建設課、お願いします。 

 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 建設課からは歳出歳入に

つきましては基本的には執行見込みによります減

額補正となります。 

 それでは、２０２ページ、２０３ページをお開き

ください。まず、土木総務費になります。説明欄で

説明させていただきます。急傾斜地崩壊対策事業費

ですが、県の事業内容の変更に伴います市の負担金

の減額、それとあわせまして、令和２年度事業の精

算に伴います地元への還付金ということで、合わせ

て１，８２６万８，０００円の減額といたします。 

 続きまして、その下ですが、用地対策事業費です。

こちらは旅費の執行見込みによります減額となり

ます。 

 次に、その下の欄、排水機樋門管理費です。こち

ら宮島排水ポンプ場の整備工事、それから江原樋門

の整備工事のそれぞれ増額、減額とありますが、相

殺してプラス・マイナス・ゼロということになりま

す。 

 続きまして、道路橋梁費になります。その下の欄

ですが、道路橋梁総務費です。こちら１００万円の

減額ですが、これは今年度北近畿豊岡自動車道の豊

岡道路Ⅱ期の起工式に充てるということで１００

万円予定をしておりましたが、今年度中の起工式の

開催予定が次年度にずれ込むこととなったため、不

用額ということで減額をさせていただいておりま

す。 

 続きまして、その下の道路維持事業費です。こち

らにつきましては、投資委託料は道路詳細設計等の

精算に伴います増額、それから補修工事費につきま

しては、４件の工事がありますが、執行見込みに伴

いますトータルで増額をするものです。 

 続きまして、その下の道路新設改良費になります。

まず、片鍋一日市線の道路改良事業費ですが、こち

らは執行見込みによります精算減額ということで

９００万円の減額を行います。続きまして、その下

ですが、藤井中森線の道路改良事業費、こちらも執

行見込みによります精算減額ということで３００

万円の減額となります。 

 続きまして、２０４ページ、２０５ページをお開

きください。一番上の橋梁新設改良費になります。

栃江橋整備事業費です。こちらも執行見込みにより

ます４００万円の減額となります。その下の上野橋

整備事業費、こちらは交付金を頂いて事業をしてい

るわけですが、県内流用に伴いまして、工事費の増

額ということで事業進捗を図るということで１，９

００万円の増額を上げさせていただいております。 

 その下ですが、交通安全施設整備事業費、こちら

も交通安全緊急対策事業におきます執行見込みに

よる精算減額ということで２００万円の減額とな

ります。 

 続きまして、河川費ですが、河川総務費です。河
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川改良事業費ということで、補助金、普通河川しゅ

んせつ事業費、こちらも精算によります３０万円の

減額となります。 

 続きまして、港湾費の海岸環境整備事業費、こち

らは県から委託を受けております事業ですが、業務

委託料の事業費確定に伴います不用額の減額とい

うことで４１１万３，０００円を減額いたします。 

 続きまして、歳入ですが、１４０、１４１ページ

をお開きください。一番上の分担金の１４１ページ

の３つ目の欄になりますが、急傾斜地崩壊対策事業

費分担金ということで、こちらは２０２２年度の事

業費見込みを２０２０年度の精算によります地元

負担金の減額ということで１３万５，０００円の増

額ということで、すみません、増額ということにし

ております。 

 続きまして、１４４、１４５ページをお開きくだ

さい。国庫補助金の下から２つ目の枠になりますが、

道路橋梁費補助金ということで、防災・安全交付金、

橋梁新設改良事業費、これは先ほどの上野橋の整備

事業費増額に伴いまして交付金を増額しておりま

す。その下の交通安全施設整備事業費、こちらは交

通安全緊急対策事業に係ります交付金措置額に伴

いまして減額ということにしております。 

 続きまして、１５０、１５１ページをお開きくだ

さい。委託金、一番上の枠の上から３つ目です。港

湾費委託金ということで、海岸環境整備事業委託金、

こちらは先ほど歳出でも説明いたしました県から

の受託事業の精算に伴います委託金の減額となっ

ております。 

 続きまして、１５２、１５３ページをお開きくだ

さい。ちょうど真ん中の枠になりますが、基金繰入

金です。そこの一番上の財政調整基金繰入金、こち

らの建設課分ということで７６３万１，０００円の

増額としております。これは歳出でも説明いたしま

した交通安全緊急対策事業費の交付金の裏財源に

充当予定でありましたが、国からの交付金額が当初

より減額となったことから増額をしております。 

 続きまして、１５８、１５９ページをお開きくだ

さい。市債になります。一番下の土木債の下から２

つ目、土木管理債、まず急傾斜地崩壊対策事業債、

こちらは急傾斜地崩壊対策事業費の補正に伴いま

す減額ということに１，８３０万円となっておりま

す。その下の土木管理事業債、こちらは江原樋門の

増額に対応するための市債ということで３００万

円の増額をさせていただいております。 

 続きまして、その下の道路橋梁債、道路整備事業

債ということで１，１２０万円、こちらは大規模舗

装修繕事業、それから次のページになりますが、道

路防災事業、道路維持事業、藤井中森線ということ

で、この４つの事業でトータルして１，１２０万円

の減額となっております。その次にその下ですが、

橋梁整備事業債、こちらは上野橋の整備事業に関わ

るものということで歳出増額に伴います市債の増

額ということで７２０万円の増額とさせていただ

いております。 

 続きまして、１２８ページ、繰越明許のほうにな

ります。建設課につきましては、１２８ページの土

木費のところになります。まず、土木管理費という

ことで、内水処理事業です。これは福田排水機場の

整備事業におきまして、河川管理者との調整に若干

の日数を要しておるため、年度内の完成が困難とな

っております。状況としては本体の工事は年度内に

は完成いたしますが、場内の舗装であるとか周辺の

道路の舗装等が若干残るような感じで、５月中、出

水期までには完全に完成する予定としております。 

 その下の排水機樋門管理費です。こちらは国に委

託しております鶴岡第３樋管、それから宮島排水ポ

ンプの整備ということで上げさせていただいてお

ります。国との調整等があり、若干不測の日数が要

しておるということで、年度内完成が困難となった

ということになっておりますが、現在の状況として

は何とかどちらの事業とも年度内には完成できそ

うだということで見込んでおります。 

 続きまして、道路橋梁費です。道路維持事業です。

こちらは側溝修繕工事が４件、それから舗装修繕工

事が１件、道路構造物長寿命化が３件ということで、

地元との調整であったり、河川占用物件ということ

で河川管理者との協議などがありまして、年度内完
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成が困難となったということで８，１６９万３，０

００円の繰越しをお願いするものです。 

 その下の風早線の道路改良事業、こちらにつきま

しては、城崎大橋関連工事ということで進めており

ますが、隣接する県道工事との協議に不測の日数を

要したため、年度内完成が困難となったということ

で１，７００万円の繰越しをお願いするものです。 

 その下の片鍋一日市線道路改良事業につきまし

ても、国道１７８号にタッチします路線ですので、

国道管理者との協議に不測の日数を要しておるた

め、年度内完了が困難となっております。 

 その下の藤井中森線道路改良事業です。こちらも

現在測量をして詳細設計等にかかっておるわけで

すが、地元との調整に不測の日数を要しておるため、

年度内完了が困難となっております。 

 その下の雪害対策事業ですが、こちらは主に除雪

トラック部品購入ということで上げさせていただ

いておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響

によりまして、部品製作に不測の日数を要しておる

ため年度内完成が困難となっております。現状とし

ては４月末には納入予定というふうに聞いており

ます。 

 続きまして、その下ですが、橋りょう長寿命化事

業です。１億３，４８６万５，０００円の繰越しを

お願いするものですが、こちらは橋梁補修工事６橋、

それから橋梁補修設計３橋ということで、どうして

も出水期、６月から１０月につきましては、工事制

約等もありますので、その関係で完成が困難となっ

ておりますので、繰越しをお願いしたいと思います。 

 続きまして、その下の栃江橋の整備事業、こちら

も出水期におけます工事制約や河川管理者との協

議に不測の日数を要しており、年度内完成が困難と

なっております。 

 続きまして、上野橋の整備事業、こちらも橋梁で

すので同様に出水期での工事制約等で年度内完成

が困難となっております。 

 続きまして、その下の交通安全施設整備事業です

が、こちらも地元、それから警察等の調整協議に不

測の日数を要しておりまして、完成が困難となって

おるような状況です。 

 続きまして、１２９ページです。河川費の河川改

良事業です。こちらは主に日高地域の普通河川のし

ゅんせつ工事３件ですが、こちらも出水期の関係で

あったり、雪の関係等もありまして、若干完成が遅

れておるというようなことになっております。 

 それから、その下の普通河川整備事業、こちらは

５件の普通河川の整備事業ということになります

が、県の砂防事業との関連のあるような箇所もあり

ます。それらの調整協議で年度内完了が困難となっ

ているような状況になります。 

 繰越明許の補正は以上です。 

 次に、地方債の補正です。議案書の１３２ページ

をご覧ください。１３２ページの上から３つ目の急

傾斜地崩壊対策事業費、それからその下の土木管理

事業費、２つ飛びまして道路整備事業費、それから

５つ下の橋梁整備事業費ということで、それぞれ歳

入に市債に連動した形での金額の補正ということ

にさせていただいておりますので、ご清覧をいただ

きたいと思います。 

 建設課からは以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 一般的なことなんですけど、

２０２、２０３、２０４、２０５の中で、それぞれ

交通安全施設関係と道路維持関係や河川の道路改

良とか整備は分かりますけども、この辺がやっぱり

地元から特に区画線が消えたから引き直してほし

いとか、道路の舗装をちょっと直してほしいとか、

こういうので実際見てみましたら、見込みで例えば

区画線だったら２０５万円が言わば不用額、それか

ら道路維持は１，１４８万２，０００円、これも不

用額というような補正、これは仕方ないんですけど

ね。やっぱりこれはある、もう少し活用を考えてほ

しい。今になったら無理なんですけども、危険箇所

から順番にといったら、やっぱり１０個あったら５

つか６つか、あとは残っとる分を上げていくとかね、

それから要望出してても地元懇談がなかなか、今説
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明あったんですけども、ちょっと協議に長引いたと。

そういうものをきっちり対応していただいてやっ

ぱりやっていただかないと、こういう使い方ってい

うのは認めざるを得んわけですけども、強くこれは

意見として申し上げておきますので、よろしくお願

いいたします。今のこと、はい。 

○分科会長（田中藤一郎） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 交通安全のほうは２０５

万円減額ということになってますが、これは国の補

助金を頂いてやります緊急点検に伴います工事と

いうことになりますので、場所は確定しております

んで、これは新たにということにはなりませんし、

あと補修工事につきましても、基本的にはほとんど

がその場所で完結するものが今回多かったもので、

それでちょっと新たにっていうことはなかなかま

た一から調整して新たな路線ということは難しい。

言われることは、おっしゃることは十分分かります

ので、その辺りできる限りの無駄のないような予算

執行というのは心がけていきたいと思います。以上

です。 

○分科会長（田中藤一郎） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 設計の変更とか契約者につい

て追加ということも対応できますので、この辺ひと

つよろしくお願いしたい。 

○分科会長（田中藤一郎） よろしいですね。 

 そのほかないですか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 続いて、都市整備課、お願いします。 

 久田課長。 

○都市整備課長（久田  渉） 都市整備課所管分の

説明をいたします。 

 まず、歳出の補正予算からです。 

 １６５ページをご覧ください。説明欄の真ん中辺

りの基金管理費９２５万１，０００円の減額のうち、

都市整備課分としましては４０万円の増額をして

おります。内訳としましては、財政調整基金積立金

３０万８，０００円のうち、３０万円の増額と、１

つ飛びまして市債管理基金積立金の１０万円の増

額をしております。高校生通学バス定期補助事業の

制度設計として次年度以降へ事業継続のため双方

の基金へ積み立てております。いずれも事業の精査

見込みに伴う増額補正です。 

 次に、そのページ一番下の行です。公共交通対策

費の鉄道交通対策事業費４９６万円の減額ですが、

次のページ１６７ページの上段をご覧ください。こ

ちらにつきましては、いずれも北近畿タンゴ鉄道株

式会社への補助金で、鉄道軌道安全輸送設備等整備

事業費の４８１万１，０００円の減額及び北近畿タ

ンゴ鉄道安全運行維持助成費の１４万９，０００円

の減額は、いずれも事業の精算見込みに伴う減額補

正です。 

 それから、次のバス交通対策事業費４７８万円の

減額補正ですが、まず事業用備品４３４万５，００

０円の減額は、有償旅客運送事業のイナカーの車両

購入の精算に伴い減額をするものです。次の地方バ

ス等公共交通維持確保対策費１８６万３，０００円

の減額は、国県路線の協調路線のバスや車両購入に

係る補助金で、事業費精算に伴うものです。次に、

市街地循環バス事業費の補助金１２２万８，０００

円の増額は、運行経費の高騰に伴う増額補正です。

それから次の高校生通学定期券購入費の補助金２

０万円の増額は、当初見込んでいた件数より多く利

用された結果、精算見込みに伴う増額補正となって

おります。 

 それから、次のページ、１６９ページをご覧くだ

さい。一番下の欄です。但馬空港利用促進事業費で

は３３２万円の増額です。コロナウイルス感染症の

継続した影響により、職員の遠方出張が減ったこと

によりまして、普通旅費とか手数料の減額をしてお

ります。それから次のコウノトリ但馬空港利用促進

協議会の補助金５２０万円の増額につきましては、

依然空港利用率の回復が遅く、ペナルティーである

未達成金が想定されるため増額補正をするもので

す。 

 それから、ちょっと飛びまして２０６、２０７ペ

ージをご覧ください。１つ目の枠の都市計画総務費

の都市景観形成事業費で６５万円の減額補正です

が、これは報償費の５万円と景観形成支援補助金６
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０万円を実績に合わせて減額を行うものです。 

 次の事業、公園管理費は、１１７万円を減額補正

するものです。これはシルバー人材センターへ委託

している市内都市公園のトイレの清掃用具の精算

見込みにより減額をするものです。 

 それから、次の事業の駐車場管理費の中央駐車場

管理費は５０万円の減額補正をするものです。こち

らにつきましても同じくシルバー人材センターへ

委託している中央駐車場管理業務委託料の精算見

込みにより減額をするものです。 

 歳出補正の説明は以上です。 

 それから、次に、歳入のほうに移ります。 

 １４１ページをご覧ください。３つ目の枠から上

から２行目の節の１総務管理使用料、有償旅客運送

使用料１５８万円の減額は、イナカー竹野南線廃止

に伴う運賃収入の減額補正となります。 

 それから、次に１４５ページご覧ください。２つ

目の枠の上から１行目、節の１、総務管理費補助金

の地域公共交通確保維持改善事業費補助金５８万

８，０００円の減額補正は、イナカーの運行管理業

務の精算見込みにより減額をするものです。 

 それから、１５８、１５９ページご覧ください。

２つ目の枠の一番上です。節の１、総務管理債、バ

ス交通対策事業債のイナカーの４４０万円の減額

は、先ほども言いましたが、イナカーの車両購入の

精算に伴う減額補正となっております。次の鉄道交

通対策事業債、京都丹後鉄道軌道安全輸送設備等の

４８０万円の減額は、北丹後鉄道株式会社への鉄軌

道など補助金の事業精算見込みに伴う減額補正と

なっております。 

 歳入の説明は以上で終わります。 

 それから、１２９ページをご覧ください。繰越明

許費補正です。上から３行目、土木費の一番最後の

都市計画費、都市景観形成事業３７万５，０００円

は、景観形成補助金に係る案件でございまして、新

型コロナウイルス感染症の影響により、工事資材の

搬入が遅延しておりますことによって年度内の工

事完了が困難となり、翌年度に繰り越すものです。 

 それから、次の１３０ページをご覧ください。次

は債務負担行為補正です。表一番下の欄の変更の欄、

最初の事業、有償旅客運送運行管理業務は、イナカ

ーの運行業務の入札に伴い額が確定しましたので、

６，５５５万６，０００円から５，３９６万円に限

度額を変更しようとするものです。 

 それから、その隣の１３１ページをご覧ください。

こちら地方債補正となっております。変更欄の最初

の事業、バス交通対策事業費のイナカーは、今さっ

き言いました車両購入精算に伴い２，４９０万円か

ら２，０５０万円に変更しようとするものです。 

 同じく次の鉄道交通対策事業債につきましても、

先ほど言いましたとおり、精算見込みにより限度額

を１，７１０万円から１，２３０万円に変更するも

のです。 

 都市整備課からの説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） すみません。車両購入の４０

０万円いうのがところどころ出てきたことについ

てですけど、どこの路線のバスを買われたか、それ

から入札のところはイナカーの入札、全但とメルテ

ィバスというふうに認識していますが、そこら辺教

えていただけますか。 

○分科会長（田中藤一郎） 久田課長。 

○都市整備課長（久田  渉） まず、イナカーの関

係は但東の河野辺線のバスになっております。４４

人乗りのバスを購入を更新で買換えという形にな

っております。 

 それから、もう一つの今の、ちょっと待ってくだ

さい、６路線で全但バスとメルティバスさんがそれ

ぞれ落札をされております。河野辺線が全但です。 

○分科会長（田中藤一郎） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） これまでどおりですか。 

○都市整備課長（久田  渉） 落札業者さんの関係

は、あっ、すみません、委員長。 

○分科会長（田中藤一郎） 久田課長。 

○都市整備課長（久田  渉） 業者さんの路線で今

までと変わったところが取ったということではな
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く、今の従来どおりのところが取られております。 

○分科会長（田中藤一郎） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほかございませんか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 次に、建築住宅課、お願いします。 

 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） それでは、建築住宅

課分、説明させていただきます。 

 基本的に事業実績見込みによる不用額の精算に

なります。若干主要なところだけ説明させていただ

きます。 

 ２０６ページ、２０７ページをご覧いただきたい

と思います。基本的説明欄のとこで説明させていた

だきます。まず、４行目の住宅管理費４３９万７，

０００円の減額、実績見込みによる不用額の減額と

いうことで、主に補修工事費としまして市営住宅分

が２５０万円の減額、それとあと用途廃止予定を進

めております補償金、移転補償金、これが１７３万

５，０００円の減額というような内訳になっており

ます。 

 その下、住宅耐震改修促進事業費１，１４９万４，

０００円の減額ということで実績見込みによる不

用額の減ということで、主に記載しております業務

委託料１５１万２，０００円、これにつきましては、

耐震診断業務の実績見込みの減。その下、補助金９

９０万円の減ということで、２０９ページ記載のと

おりなんですけども、住宅耐震改修促進事業費の減

額ということで住まいの耐震化促進事業費補助金

ともう一つ住宅耐震リフォーム工事費補助金、これ

らの実績見込みによる不用額の減額というもので

ございます。 

 その下、住宅新築資金等貸付金回収事業費１４万

６，０００円の減額ということで、これらは資金回

収に係る事務経費の実績見込みという減額になり

ます。 

 その下、老朽危険空き家対策事業費７７１万４，

０００円の減額ですけども、業務委託料６２１万２，

０００円の減額で、今年度、空家等対策計画策定業

務行っております。これの入札減、あと特定空家除

却等業務としまして、代執行を予定しておりました

けども、実施しなかったことによるもの、そして一

番下の老朽危険空き家除却支援事業費１３３万２，

０００円の減額、今年度補助金による除却４件予定

しておりましたけども、３件の実施ということにな

りましたので、その分の減額というものでございま

す。 

 続きまして、２１０、２１１ページご覧いただけ

ればと思います。上の表ですね、消防費、災害対策

費の説明欄、下から２行目になりますけども、補助

金で土砂災害対策支援事業費６００万円の減額と

いうことで、土砂災害特別警戒区域にある住宅等の

移転、除却等に係る補助金ですけども、補助申請が

なかったため予算全額の減額というものでござい

ます。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入に係ります。 

 １４０ページ、１４１ページをご覧いただければ

と思います。総務使用料、総務管理使用料、行政財

産目的外使用料３７３万円の減額とありますが、そ

のうち１４１万８，０００円の減額が市営住宅等の

行政財産目的外使用ということで確定見込みによ

る減額でございます。 

 一番下になります土木使用料の住宅使用料６５

８万５，０００円の減額ということで、３行目にあ

ります移住促進住宅、これを除いた分いうことで６

３５万９，０００円の減額というものでございます。

実績見込みです。内訳等につきましては記載のとお

りですのでご清覧いただければと思います。 

 １４４、１４５ページをご覧ください。下の表の

一番下の段になります。土木費国庫補助金、住宅費

補助金、社会資本整備総合交付金６３３万９，００

０円の減額ということで、実績見込みいうことで、

不用額の減額になります。内訳等はそれぞれの項目

での減額となっておりますので、ご清覧いただけれ

ばと思います。 

 あと、１４６ページ、１４７ページ、表の１段目
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で消防費国庫補助金、消防費補助金、社会資本整備

総合交付金ということで、崖地近接等危険住宅移転

事業費ということで、７３万１，０００円の減額と

いうことで、先ほど同様に土砂災害の特別警戒区域

にある住宅等の移転、除却等の申請がなかった減額

というものでございます。 

 あと、１４８、１４９ページ、上の表の５段目に

なりますけど、土木費県補助金、住宅費補助金１０

０万２，０００円と減額ということです。上３行分

につきましては、実績見込みによる不用額という形

になりますし、４行目につきましては住宅新築資金

貸付金償還推進助成事業補助金としまして２万１，

０００円ではありますけども、新規として督促等回

収費用に係る県から補助金を頂いたものでござい

ます。 

 その２段下、消防費県補助金、災害対策費補助金

２６３万４，０００円の減額、先ほどの国庫と同様

に土砂災害に関する申請がなかったもので減額で

ございます。 

 あと、１５４、１５５ページご覧ください。３段

目の表になります。土木費貸付金元利収入、住宅資

金貸付金元利収入いうことで９，０００円の増額、

記載の２つの資金の貸付金の元利収入実績見込み

による増額と減額というような形で、内訳はご覧い

ただければなと思います。 

 主なところを歳出歳入説明させていただきまし

た。 

 繰越明許、あと債務負担行為、地方債等の補正は

ございません。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 続いて、農業委員会事務局、お願いします。 

 安藤局長。 

○農業委員会事務局長（安藤 洋一） １９３ページ

をご覧ください。最下段になります。農業委員会費

でございます。この農業委員会費につきましても執

行見込みによる不用額の減額をしております。 

 主な理由をご説明いたします。説明欄をご覧くだ

さい。報償金についてでございます。農業委員、農

地利用最適化推進委員を対象にした研修会に要す

る講師謝礼の予算でございますが、謝礼を要しない

研修会を実施したことで執行する必要がございま

せんでした。次に、費用弁償についてでございます。

コロナの影響により、２年間未実施であった委員行

政視察研修は今年度実施することができました。し

かし、都合悪く参加されなかった委員がいたこと、

また旅費を伴う委員の研修会、会議がリモートで実

施されたことなどにより減額をしております。また、

普通旅費についてでございますが、事務局職員を対

象にした研修、会議等がリモートで実施されたこと

による減額です。自動車借り上げ料についてでござ

いますが、委員行政視察研修のバス借り上げを目的

とした予算でございましたが、市のマイクロバス２

台を利用することができたことによりまして減額

をしております。以上の理由としまして、通行料と

併せて不用額を減額しております。 

 歳入予算、それからその他の補正についてはござ

いません。 

 説明のほうは以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 ただいま第１６号議案、令和４年度都市一般会計

補正予算（第１１号）の説明、質疑が全て終了しま

した。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり可決すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。

よって、第１６号議案は、原案どおり可決すべきも

のと決定しました。 

 ここで、建設経済分科会を暫時休憩します。 

   午前１１時２０分 分科会休憩 

──────────────────── 
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   午前１１時２６分 委員会再開 

○委員長（田中藤一郎） 休憩前に引き続き委員会を

再開します。 

 次に、当局からの報告事項についてですが、農林

水産課、建築住宅課から報告について申出があり、

これを許可しておりますので、ご了承願います。 

 それでは、農林水産課から豊岡市森林・林業ビジ

ョンについて、説明をお願いします。 

 村田参事。 

○農林水産課参事（村田 一紀） 豊岡市の森林・林

業ビジョン策定できましたので、改めて説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 資料を配付しておりますので、見ていただけたら

というふうに思います。市内の森林・林業の多様な

課題に対応し、森林の持つ多面的機能を発揮するた

めに、戦略的な森林整備及び関連する取組の方針を

示すものでございます。 

 以前に配付させていただきました本編の資料に

ついては４０ページほどありますので、今日は概要

版ということで圧縮したものでご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、資料の１ページ目、表紙でございますが、

表紙には将来の姿を記載をさせていただいており

ます。再生野生復帰を進めるコウノトリをシンボル

に豊かな環境を次世代へつなぐために、市民の暮ら

しにつながる豊かな森林や地域の森林資源が持続

的に活用される循環経済として林業の実現を目指

すものでございます。 

 資料の２ページ目でございます。中身に入らせて

いただきます。ビジョンの策定の背景と目的でござ

います。左の上囲みでございます。まず市内の森林

については、かつて市民の手により管理をされ、成

長した木を燃料や建築材として利用してきました。

ただ、今は安価な外材や他の燃料に押されまして、

市民の暮らしと森林のつながりがどんどん失われ

てる現状にあります。 

 背景の１つ目でございます。森林の恵みは全て生

き物の暮らしと命につながっていることから、野生

復帰や環境と経済の共鳴は森づくりにおいて重要

な視点であるということ、２つ目には１９９７年の

京都議定書や２０１６年のパリ協定によりまして、

脱炭素社会の形成が国際的な目標となっておりま

す。国においては、２０５０年のカーボンニュート

ラル、脱炭素社会の実現を目指すということを改め

て表明をされております。３つ目には、森林整備等

に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国

は２０１９年３月に森林環境税と森林環境譲与税

を創設し、２０１９年度から全国の市町村への譲与

を開始したところでございます。この本ビジョンに

ついては、このような背景の下に、市内の森林の多

様な課題に対応し、森林の持つ多面的機能を発揮し

ていくために戦略的な森林整備及び関連する取組

について方針を示すものでございます。 

 上囲みの右側でございます。取り組む期間と４つ

の柱でございます。 

 取り組む期間につきましては、２０２３年から２

０３２年の１０年間を目標といたしております。 

 対象については豊岡市全ての森林を対象といた

しております。そのために、森林事業体をはじめと

した市の森林・林業及びその促進に関わる全ての関

係者、これは木材の加工業者だとか建築業者だとか

行政機関等を含めまして、全市民で取り組むことと

いたしております。 

 将来の姿を先ほど述べさせていただきましたが、

その実現に向けて４つの柱を掲げてそれぞれ取組

や方針などを推進していこうというふうに思って

おります。 

 まず、１つ目ですが、森林特性や地域特性に応じ

た森林整備を促進いたします。２つ目、森林に触れ

る人の確保や育成を進めます。３つ目でございます。

森林特性に応じた木材の利用に取組をさせていた

だきます。４つ目でございます。人と森林のつなが

りを感じる事業を推進をいたします。 

 具体的な内容については、下囲みの将来の姿に向

けて取り組むことということで記載をさせていた

だいております。 

 まず１つ目、森林整備の促進でございます。現状

と課題については、まず人工林が主伐適期を迎えて
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おる。多様で持続可能な森林のマネジメントが必要

となっている問題があります。次に、森林変動の影

響によりまして、今後さらに災害の危険が高まるこ

とが予測をされます。それと、市民の暮らしに関わ

る住家裏の危険木や竹林の拡大等による様々な森

林の課題があります。 

 そのような対応といたしまして、主な方針で、持

続可能で多様な森林管理の推進を行いたいという

ふうに思っております。それと、森林の持つ防災機

能の向上、これは天然林等を利用いたしまして、人

工林ではなくて山の持つ力を十分に発揮をして防

災機能の向上を図っていくというものでございま

す。それと、最後に、住家裏の直接影響のある危険

木の伐採や里山整備の支援など、具体的に行ってい

きたいというふうに思っております。 

 ２つ目の人材の確保と育成でございます。 

 人材の確保については、林業もともかくですが、

全ての業種では人材確保が必要となっております。

特に林業の就業人口は年々減少をしております。さ

らに高齢化もかなり進んでおります。担い手の確保

だけではなくて、技術や能力の向上も求められてい

るのが現状でございます。それと、林業や製材や加

工、設計や施工といった事業体の全ての連携や産学

民の連携ができていない現状があります。 

 そのようなことから、主な方針といたしましては、

他分野の業種からの参入など、森林に関わる事業体

の確保と育成などが上げられます。２つ目には、新

たな林業の担い手の発掘と育成などが方針に上げ

させていただいております。 

 続きまして、右側の囲みでございます。木材の利

用でございます。 

 市内の人工林については、素材生産量が年々減少

しております。まず、使われてない材がかなりある

ということが現状で上げられます。それと、地域経

済の循環を意識した木材利用と人材育成がなかな

かできてないのが現状でございます。 

 そういった中で、市内産の木材の利用促進がまず

１つ。２つ目には、地域経済の循環を意識した木材

利用をしていこうという方針を掲げさせていただ

いております。 

 最後です。右側の囲み、４番目、人と森林のつな

がりでございます。 

 なかなか古くから市民の生活は森林とともにあ

りましたが、現在は、先ほど言いました、森からだ

んだん離れているという状況がうかがえます。森林

環境は、山から里、海へと、全てに影響をすること

から、森の恵みが循環するように多様な産業間の連

携や市民への普及活動が求められてる現状があり

ます。 

 そういった中で、方針といたしましては、市民と

森林と触れ合える機会の創設。それと、山から里、

海に関わる多様なステークホルダーの連携が必要

ということで方針をうたっております。 

 以上の４つの柱をいかに展開していくかという

ことが次に上げさせていただいてます。上の一番右

側のとこにビジョンの推進体制ということで記載

をさせていただいてます。 

 今後、ビジョンを推進していくためには、官と民

とが構成されます、仮称でございますが、豊岡市の

森林・林業ビジョン推進委員会というのを来年度、

令和５年から発足をさせていただきまして、年に３

回ほど会議を開催をさせていただく予定にしてお

ります。計画から実行、評価を行いまして、１０年

間の中で展開できるようにそれぞれ年度内で改善

を図りながら次年度に迎えていくということで、ま

ずは、先ほど話をさせていただきました来年度につ

いては、人材の育成、急務でありますので、そこら

辺を中心に委員の中でもんでいきたいというふう

に思っております。 

 我々なかなか行政のほうでも知恵が少なくござ

いますので、こういう委員会の中で議論を進めてい

って、循環できるような森林環境を整えていきたい

というふうに思っております。 

 森林・林業ビジョンの内容については以上でござ

います。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 何か質問あれば、挙手をお願いします。 

 前田委員、どうぞ。 
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○委員（前田 敦司） ありがとうございます。 

 少しお伺いさせてください。非常にいい計画書な

のかなと思っていまして、ぜひがんがん推進してい

ただきたいなと思うんですけども、このパンフレッ

トというか、このものっていうのは、今後デザイン

し直されるものなんですか。それか、これがもう１

０年ぐらい使われるものなんですか。その辺をお聞

かせください。 

○委員長（田中藤一郎） 村田参事。 

○農林水産課参事（村田 一紀） まず、これは概要

版といたしまして、配布する予定にしております。

それと、もう一つは、その都度、評価から改善とい

うことで、先ほどビジョンの推進の中でもうたわせ

ていただきましたので、バージョンアップなりは考

えております。 

○委員長（田中藤一郎） 前田委員、どうぞ。 

○委員（前田 敦司） 本当に豊岡市でもすごい先進

的な取組というか、しっかりと計画を立ててやって

るっていうことを市民目線でも誇りに思えるよう

にしようと思ったときに、ちょっと見え方みたいな

ところが大切なのかなと思うので、ぜひこういった

ものをやってるっていうところは、いいのか分から

ないんですけど、デザインも含めて検討していただ

けたらと思います。ぜひよろしくお願いします。以

上です。 

○委員長（田中藤一郎） そのほかございますでしょ

うか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 推進委員会っていうのを林業

に関わる方でつくってやっていくということでし

たけど、こういうところは、でも、官民となってま

す。私たちもそういうところに入っていけるんでし

ょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 村田参事。 

○農林水産課参事（村田 一紀） 今のところ考えて

おりますのは、林業事業体だとか、具体的に林業の

内容を知っておられる方々を今想定をいたしてお

ります。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） よろしいですか。 

○委員（須山 泰一） はい、了解しました。 

○委員（前野 文孝） 委員長、いいですか。 

○委員長（田中藤一郎） 前野委員。 

○委員（前野 文孝） ぜひ進めないといけないとは

思ってるんですけど、特にこの木材の利用のとこな

んですが、結局豊岡市内では切ることができる、運

ぶことはできるけども、例えばこれを製材していっ

たり、それから、実際にその利用につなげていくた

めには、建設会社なりにアナウンスが必要と思いま

すけども、例えば飛騨市なんかでは、あそこは広葉

樹が多いですが、ここに、広葉樹にも、実は森林環

境譲与税使って値段を落としたり、製材利用のとこ

ろの設備投資をさせるんだけど、市外なんで、豊岡

市の場合は、製材関係になかなか支援ができないと

すると、どういうふうに利用を進めていこうかなと

いうところが難しいのかなとも思うんですけども、

その辺は今どんなアイデアがあるんですか。 

○委員長（田中藤一郎） 村田参事。 

○農林水産課参事（村田 一紀） 製材の方々の聞き

取りは行っております。いろんな意見を聞かせてい

ただいとる中で、市内産の木材を利用する、今現在

の一番早い内容については、燃料だとかが主になっ

ております。それと、建築資材、合板だとか、材と

して集めて利用するというのが今の現状ですので、

その辺を聞き取りながら普及できるような出口を

見つけていきたいというふうに思っております。以

上です。 

○委員長（田中藤一郎） 前野委員。 

○委員（前野 文孝） それも一つのサイクルなので、

全体にどこに力を入れたら効果的なのか、まだこれ

からだと思うんですけども、よく議論していただけ

ればと思います。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） よろしいですか。 

○委員（前野 文孝） はい。 

○委員長（田中藤一郎） そのほかございませんか。 

 この件は、この程度でとどめたいと思います。 

 次に、建築住宅課、豊岡市空家等対策計画の改定

についての説明をお願いします。 

 山本課長。 
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○建築住宅課長（山本 正明） それではお時間いた

だきまして、豊岡市空家等対策計画の改定につきま

して説明させていただきます。 

 データでお配りさせていただいております資料

に基づいてということになります。お送りさせても

らったのが、豊岡市空家等対策計画概要版という形

をしております。あと、付随資料としまして、資料

１として、豊岡市危険空き家等の推移という資料と、

資料２、豊岡市特定空家等判断基準、この３種類を

お届けしております。概要版で説明をさせていただ

きます。 

 それでは、豊岡市空家等対策計画概要版をご覧い

ただければと思います。章ごとにちょっと抜粋して

おりますけども、第１章に記載しております本計画

についてなんですけども、ご承知のとおり、空家等

対策の推進に関する法律、これの施行に伴いまして、

空き家等に関する基本的な対策を総合的、計画的に

推進するため策定ということで、当初の計画、現行

計画いうことになりますけども、計画期間平成３０

年から令和４年までの５か年としておりましたけ

れども、この計画期間が終了、期間終了に伴いまし

て、今回令和５年度から令和１４年度までの１０年

間として計画を改定しようとしておるものでござ

います。 

 あと、第２章で空き家等の現状を示しております。

住宅空き家に関する数的な資料というものが、５年

に一度実施されます住宅・土地統計調査、これによ

るものしかないため、この統計調査から現状を見て

おるというものでございます。それで、豊岡市の平

成３０年度の空き家数５，８５０戸、空き家率が１

６．２％ということで、全国や県と比べても高い状

況にある。この５，８５０というのは、管理されて

おる空き家等も含まれてはいる数字ではございま

す。 

 危険空き家等としましては、右側の表にちょっと

記載しておりますけども、当初計画策定の、つまり

５年前ということになりますけども、計画策定の全

区調査の結果、そのときが１７５戸、それ以降、毎

年の除却とか利活用、また、調査、情報提供、そう

いったもので情報を更新しながら、１４５戸に推移

しておりました。 

 それで、今年度改めて実施しました全区長のアン

ケート、これに伴いまして、１３９増えまして、現

状としましては、把握してるものが２８４戸の戸数

という状況でございます。 

 あと、第３章で、これまでの空き家等の対策の実

施状況ということで、この５か年やってきましたも

の、記載のとおり、適正管理の促進、移住定住に関

した施策の展開、特定空家等に実施した措置等の記

載し、現計画の評価指標がございますので、それの

達成、未達成という形で評価をしていっとるという

ものでございます。 

 あと、第４章で空き家等の課題という形で記載し

ておりますとおり、大きくは４つの視点での課題の

取組を進める必要があるとしています。意識啓発、

移住定住施策を通じた空き家の利活用、あと、早期

対応による早期解消、あと、まちづくりの視点での

取組といった形で４つの視点での課題として整理

をしておるものでございます。 

 あと、第５章で空き家等対策に関する基本的な方

針ということで記載しております。 

 基本方針は、現計画と同様で３つの方針、この３

つで適正管理の促進、利活用の促進、そして、特定

空家等に対する措置、この３つを国施策として事業

展開を予定しておるというものでございます。 

 基本、空き家等の所有者等が自らの責任によりま

して的確に対応することが大前提とはなります。そ

のため、所有者等の空き家等の管理に対する意識改

革に取り組みまして、空き家等の抑制、適正管理に

つなげていきたいということで定義しております。

これまでも力を入れまして、空き家等を活用した移

住定住促進、空き家等の状態に応じた必要な措置も

講じることで地域の生活環境の保全、地域の活性化

につなげたいと考えてるものでございます。 

 第６章で、所有者等による空き家等の適切な管理

の促進に関する事項といたしまして、先ほども申し

ましたけど、所有者等の意識の醸成、組織横断的な

相談体制の強化、あと、各種情報提供の展開、適正
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な管理の促進の取組、それらにおいて、地域組織活

動との連携と活動支援策の検討、一番下にも記載し

てますけども、適切な相続登記等の促進としまして、

この相続登記については、令和６年４月から義務づ

けというものが出てきますので、そういったことも

含めて、相続登記の促進への取組としておるもので

ございます。 

 第７章で空き家等及び除却した空き家等に係る

跡地の活用の促進ということで、所有者、移住定住

者、地域地区等、それぞれに対しての情報提供、支

援策の充実促進に向けたいろんな既存事業も含め

た支援策の検討を行いたいというふうにしており

ます。 

 あと、第８章で特定空家等に対する措置、その他

の危険空き家等の対処に関する事項ということで

しております。 

 空き家の情報取得から特定空家等認定、それまで

の特定空家等に至ってしまった場合、それが除却、

なくなってしまうまでの措置なんかを事項ごとに

説明して、想定フローという形で提示をしておるも

のでございます。 

 あと、第９章で住民等からの空き家等に関する相

談への対応という形で、相談窓口は建築住宅課とし

まして、それ以外に空き家の実情にも詳しい、また、

空き家の利活用にも積極的に取り組んでおられま

す、既にございます地域コミュニティ組織、ＮＰＯ、

そういった団体関係とも連携による情報収集、対策

といった形も取りたい。そして、専門的な相談事項

については、ひょうご空き家対策フォーラムという

組織がございますので、そういったとことの連携に

よる問題解決などの支援に持っていきたいという

ものです。 

 あと、第１０章で空き家等に関する対策の実施体

制に関する事項ということで記載しております空

き家等対策協議会、老朽危険空き家対策庁内検討会、

あと、国県の体制だけでなく、地域コミュニティ、

住民組織、ＮＰＯ、シルバー人材センター、先ほど

言いましたひょうご空き家対策フォーラム、これら

との連携の中での展開ということを重視していき

たいというふうに考えております。 

 あと、１１章では、その他空き家に関する対策の

実施に関する必要な事項としまして、本改定計画に

係る空き家対策の推進の目安として記載の成果目

標、目標を一つ定義した中で、これを設定して、ま

たいろいろ取り組んでいきたいというふうな形で

しております。また、特定空家等の判断基準という

ことを書いておりますけど、これは資料２でつけて

おる判断基準を参考にございます。 

 以上、計画においてはこういった定義の中で、基

本は、考え方、基本事項を踏襲しながら、体制を広

げながらやっていきたいというふうな計画を現在

確定に向けて調整をしておるところでございます。 

 あと、参考資料として、資料１として、本計画策

定における当初の危険空き家の数から年々追った

推移というのを記載しておりますので、資料１で確

認等していただければなと思っておつけしており

ます。 

 あと、資料２は、判断基準ということでつけてお

りますので、説明しませんけども、この表に基づい

て、一次評価、二次評価を行って、空き家対策協議

会の意見いただいて、最後、市が特定空家等々の認

定を行っていくという資料でございます。いうよう

な形で、計画改定に向けて、今調整しておる最中で

ございます。 

 それこそ説明そのものは以上なんですけども、こ

の計画案、本冊もございますけども、今日は概要版

ということで説明させていただいて、ちょうど今日

から２２日までパブリックコメントも求めた中で

必要に応じたご意見等あったら、反映等もできると

ころはした中で確定に至りたいというふうに考え

ておるものでございます。取り組んでおります計画

改定についてご報告と説明をさせていただきまし

た。よろしくお願いいたします。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 何か質問があれば、挙手をお願いします。 

○委員（前田 敦司） １点。 

○委員長（田中藤一郎） どうぞ、いいです。 

○委員（前田 敦司） 手短に。 
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○委員長（田中藤一郎） ほんなら、前田委員、どう

ぞ。 

○委員（前田 敦司） こういう計画立てるのはすご

い大切だなと思うんですけど、現時点で危険空き家

の数が結構あるなというのが資料見てると感じる

んですけど、何で来年度の予算は３件程度ぐらいし

かないのかみたいなところがすごく気になるんで

すけど、その辺ってどういう経緯なんですか。 

○委員長（田中藤一郎） どうぞ。 

○建築住宅課参事（谷垣 秀人） 総数的には、現在

２８４件の危険空き家の数が上がってるわけなん

ですけど、その内訳っていうのが、まず、特定空家、

最も危険な空き家があります。これが現状で４件と

いうふうなことで、あと、①、②、③という形で空

き家の危険度が下がっていく数字が入っておりま

す。ですから、今の現状で特に危ないのが４件とい

うことですので、ここを重点的に交渉したいという

ふうな考えで３件上げさせていただいております。

以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 前田委員、よろしいですか。 

○委員（前田 敦司） 理解しました。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（田中藤一郎） そのほかよろしいですか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） これは２９年から何年でした

か、計画が１回あって、これは２回目っていうこと

ですか。 

○建築住宅課長（山本 正明） 改定。 

○委員（須山 泰一） 改定ですよね。 

○委員長（田中藤一郎） 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） はい、すんません、

冒頭申し上げました、以前が５か年の計画しとって、

５年目が今年度で一つの計画期間が終わりますの

で、今度は１０か年計画にしておるんですけども、

言いながら、いろんな背景変わりますので、適宜必

要に応じた改定いうんか、あるいは見直し、検証等

を行いながら１０か年計画の中で取り組んでいく

という。５か年だったものが終わるので、今回内容

を再精査したというとこでございます。 

○委員長（田中藤一郎） よろしいですか。 

○委員（須山 泰一） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（田中藤一郎） そのほか。 

○委員（浅田  徹） さらりと１点。 

○委員長（田中藤一郎） 短めに。 

 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 最後の８章のフローですね、

４件あると、今、危険空き家。これ最終的には、こ

れ行政代執行で取壊しまで行きますね。ここまでの

期間っていうのは大体どのぐらいを見ておられま

すか。 

○委員長（田中藤一郎） 谷垣参事。 

○建築住宅課参事（谷垣 秀人） 代執行までの期間

ということですね。 

○委員（浅田  徹） うん。 

○建築住宅課参事（谷垣 秀人） 大体最低でも１年

はかかるかなと考えております。 

○委員（浅田  徹） １年。 

○委員長（田中藤一郎） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） はい、分かりました。ご苦労

さんです。 

○委員長（田中藤一郎） そのほかございませんか。 

 この件はこの程度にとどめたいと思います。 

 農林水産課、建築住宅課の職員の皆さんはここで

退席していただいて結構です。お疲れさまでした。 

 ちょっとお昼前ですけど、このまま、ちょっと過

ぎますけど、やっちゃいます。トイレ行きたい方は、

大丈夫ですか。お疲れさまでした。 

 それでは続けていきたいと思います。 

 次に、陳情第１号、「最低賃金の改善と中小企業

支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書

を議題といたします。 

 各委員には、１０日に議場で文書表が配付されて

おります。事務局より、請願・陳情文書表の朗読を

お願いします。 

○事務局主査（伊藤八千代） 陳情第１号、「最低賃

金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の

採択を求める陳情書。受理年月日、令和５年３月６
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日。 

 要旨。物価の高騰は、所得の低い人ほど影響が大

きく、パート、派遣、契約、アルバイトなど、非正

規雇用やフリーランスなど、弱い立場の労働者の生

活破綻が深刻である。また、東北、中四国、九州な

ど、最低賃金が低い地域ほど中小零細企業が多く、

経済的なダメージはより深刻となっている。 

 コロナの感染拡大が始まった２０２０年以来、世

界各国は最低賃金をはじめとする賃金の引上げに

よる内需拡大を進め、経済危機を克服してきたが、

日本は２０２０年の加重平均で１円の引上げにと

どまって、以降の直近２年間も３％程度しか引き上

げられず、韓国にも追い抜かれているのが実態であ

る。 

 日本の最低賃金は、最も高い東京は時給１，０７

２円、本兵庫県は９６０円で１１２円もの格差があ

る。また、最低の８５３円の地方は１０県にも上り、

月１２万円から１３万円の手取りではとても自立

して生活することはできない。 

 最低賃金を全国一律１，５００円以上の実現とと

もに、それを実行させるために必要な中小零細企業

に対する抜本的な支援強化が何よりも求められて

いる。 

 政府による助成や融資、仕事起こしや単価改善に

つながる施策の拡充と大胆な財政出動が求められ

ている。また、下請企業への単価削減、賃下げが押

しつけられないように、公正取引ルールが実施され

る指導が必要である。労働者、国民の生活を底上げ

し、購買力を上げることで地域の中小零細企業の営

業も改善させる地域循環型経済の確立が可能にな

る。 

 労働基準法は、第１条で「労働者が人たるに値す

る生活を営むための必要を充たすべきものでなけ

ればならない」としており、最低賃金法第９条は「労

働者の健康で文化的な生活を営むことができるよ

う」にするとしている。よって、最低賃金の地域格

差をなくして大幅に引き上げ、中小企業支援策の拡

充を実現するため、意見書を国に提出するように陳

情する。 

 記。１、ワーキングプアをなくすため、最低賃金

を１，５００円以上に引き上げること。 

 ２、全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差

を縮小させるための施策を進めること。 

 ３、中小企業への支援策を拡充すること。中小企

業負担を軽減するための直接支援として、中小企業

とそこで働く労働者の社会保険料負担や税の軽減

制度を実現すること。 

 提出者、豊岡市日高町野々庄９００－１、但馬労

働組合総連合議長、綿中義人。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） ありがとうございました。 

 この件について、当局から意見、要望、説明等が

ありませんか。ありますか。 

 質疑、意見等はありません。 

 それでは、討論に入りたいと思います。 

 討論におきましては、各委員が発言された内容は、

後ほど議報や委員長報告を作成する際に引用する

ことになりますので、よろしくお願いをいたします。 

 ここで採決を行います。 

○委員（須山 泰一） その前に教えていただいて。

質疑がない。 

○委員（浅田  徹） 質疑なかったら、次、討論。 

○委員長（田中藤一郎） 前田委員。 

○委員（前田 敦司） 反対の立場で討論をさせてい

ただきます。 

 労働賃金を上げることは、非正規雇用やフリーラ

ンスの方などの救済につながり、まちの自力を高め

ることと直結するため、重点事項として取り組む必

要があると考えますが、その一方で、物価高騰など

を理由に経営に苦しむ中小零細企業があるのも事

実です。 

 そんな状況下において、各地域の実情や経営状態

に関係なく、最低賃金を全国一律で１，５００円に

引き上げることは、目先のことを考えると収入の安

定につながりますが、急激な変化は中小零細企業の

経営を圧迫し、結果的に労働者の雇用先の減少につ

ながり、さらなる格差を広げる可能性が想定されま

す。 

 このことから、労働賃金の見直しは、各事業主の
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経営判断で行うことが妥当だと考え、本陳情書は、

豊岡市議会としては不採択とすることが妥当だと

考えます。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） そのほか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） じゃあ、陳情の賛成討論させ

ていただきます。 

 今言われた中でも救済につながると、フリーラン

スや非正規労働者の救済につながると、重点事項に

すべきだということを言われました。まず、それが

僕も第１点、この陳情を採決するのに賛成する第１

点です。 

 そして、２点目、中小零細企業にとって、この最

賃引上げは大変であり、かえって結果的に雇用が減

少するおそれがある。賃金見直しは各経営者に任せ

るべきだと言われた点ですが、ここについては同意

できません。やはりこの３つ目、この陳情の１、２、

３と記とありますけども、やはり１、２は、当然誰

もが喜ぶことです。時給を１，５００円にすること

なんで。やはり肝はこの３つ目だと僕は思っており

ます。中小企業への支援策を拡充することと、中小

企業負担を軽減するための直接支援として、中小企

業とそこで働く労働者の社会保険料負担や税の減

免制度を実現すると。もう当然ながら、これは、大

企業は賃上げというのは簡単にできるとこも多い

と思いますけども、中小企業にとって、今の賃金を

払うのも大変だと、もう赤字の企業が多いですから、

そういうところへの支援抜きにこれは実現するこ

とができないことです、この最賃の引上げというの

はね。 

 ですから、この中小企業へのやはり国の予算、抜

本的に増やす、ここが肝の陳情だと私は思っており

ます。以上、賛成討論といたします。 

○委員長（田中藤一郎） これより採決をいたします。 

 採択、不採択の意見がありましたので、挙手より

採決いたします。 

 本件は、採択すべきことに賛成の委員の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（田中藤一郎） 賛成少数であります。よっ

て、陳情第１号は、不採択すべきことに決定いたし

ました。 

 環境経済部の皆さん、退席していただいて結構で

ございます。ご苦労さまです。お疲れさまでした。

ありがとうございました。 

 では、委員会を継続していきます。 

 これより委員会意見・要望のまとめに入ります。 

 当委員会の審査に付託されました案件の審査は

終了しました。 

 ここで、委員会意見・要望として、委員会報告に

付すべき内容についてご協議いただきたいと思い

ます。何かありますでしょうか。 

 特にないということでよろしいですかね。 

 前野委員。 

○委員（前野 文孝） できればですが、やはりまだ

物価高騰の波の中とか、先ほどありました雇用賃金

の上昇なども対応しなきゃいけない状況を見て、今

後市内経済の状況を見ながら、臨機応変に経済対策

をお願いしたいというとこだけお願いしておきた

いなと思います。 

○委員長（田中藤一郎） ちょっと暫時休憩します。 

午後０時０７分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後０時０９分 委員会再開 

○委員長（田中藤一郎） それでは再開します。 

 それでは、意見等ないということで、よろしくお

願いをいたします。よろしいですね。 

 それでは、委員長報告につきまして、内容につき

ましては、正副委員長に一任願いたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 ここで、建設経済委員会を暫時休憩します。 

午後０時０９分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後０時０９分 分科会再開 

○分科会長（田中藤一郎） 休憩前に引き続き、建設
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経済分科会を再開します。 

 次に、第１６号議案に対する当分科会の意見・要

望について、予算決算委員会に報告すべき内容につ

いて協議いただきたいと思います。 

 委員の皆さんから提案について、分科会意見・要

望とすべき協議を行いたいと思います。 

 暫時休憩します。 

午後０時０９分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後０時０９分 分科会再開 

○分科会長（田中藤一郎） 分科会を再開します。 

 特になしということでよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） それでは、ただいま協議

いただきました分科会意見・要望を含む分科会長報

告の案文につきましては、正副分科会長一任に願い

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 ここで建設経済分科会を閉会します。 

午後０時１０分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後０時１０分 委員会再開 

○委員長（田中藤一郎） 建設経済委員会を再開しま

す。 

 これより協議事項（４）閉会中の継続審査申出に

ついてを議題といたします。 

 まず、６ページにありますが、前回の委員会で決

定した委員会重点調査事項です。 

 議長に対して、この委員会重点調査事項を、閉会

中の継続審査事項として申し出たいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 これより協議事項（５）２０２３年度管外行政視

察研修についてを議題とします。 

 委員の皆様には、事務局を通じて行き先案を提案

させていただいておりますが、行き先は三重方面で、

１か所は三重県多気町の日本最大の商業リゾート

施設ＶＩＳＯＮ（ヴィソン）の視察が５月１６日火

曜日、１時半から決定しています。 

 視察研修に関しては、何かご意見ありますでしょ

うか。 

 それと、もう１点は、先日少しお話ししましたよ

うに、２０２５年大阪万博関係の視察を考えており

ます。まだ確定はしておりませんけれども、そうい

ったところを進めていきたいというふうに考えて

おります。 

 何かご意見ございますでしょうか。 

 はい。 

○委員（前野 文孝） 万博はどんな感じの視察にな

りそうですか。まだ、多分現地は埋立地のまんまだ

と思うんですけど。 

○委員長（田中藤一郎） ちょっと暫時休憩します。 

午後０時分１２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後０時１４分  委員会再開 

○委員長（田中藤一郎） それでは、委員会を再開し

ます。 

 それでは、管外視察の件につきましては、後ほど

また皆様にご報告するということで、よろしくお願

いをします。 

○委員（浅田  徹） はい、お願いします。 

○委員長（田中藤一郎） 次ですが、その他ですが、

この際、委員の皆様から何か特にご発言ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） それでは、また、昨日行い

ました審査の結果につきましては、またメールにて

皆様方のほうに発信しますので、ご確認の上、何か

ありましたら、ご返事いただければと思います。 

 それでは、次第５番、閉会、以上をもちまして建

設経済委員会を閉会いたします。本当にご苦労さま

でした。 

午後０時１５分 委員会閉会 

──────────────────── 
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